
令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法
について
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令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

調査の流れ
調
査
対
象
工
事
の
選
定

依
頼
書
の
送
付

内
容
確
認
・
修
正

と
り
ま
と
め
・
解
析

新
年
度
設
計
労
務
単
価

【調査対象企業】
調査票を作成・提出

調査票＋添付資料
を郵送

調査票＋添付資料
オンラインシステム

へアップロード

【元請のみ】
対象企業名簿および

施工体系図の提出

対象企業名簿＋
施工体系図を提出

下請けに
依頼書を

転送

調査票を
ダウンロード

調査票に
必要事項を

記入

8月 9月

11～12月

9～10月

10～11月 1月～
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令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

調査の作業フロー
摘 要

調査対象企業
（下請企業）

調査対象企業
（元請企業）

監督職員調査業務委託先
労務費調査事務局
＋構成機関窓口

年月

9月

10月

11月

調査対象工事
を通知

調査の実施
を通知

対象企業名簿
作成依頼 対象企業名簿

作成

調査票＋確認資料
作成・提出 調査票＋確認資料

作成・提出

提出

提出

調査案内資料を送付

下請けへ調査の
実施を連絡

対象企業名簿
作成依頼

下請けへ調査の
実施を連絡

２次以降
も含む

オンラインシステム運用開始後

システムに
工事一覧取り込み

工事ファイルＩＤ
工事ファイルＰＷ

工事ファイルＩＤ
工事ファイルＰＷ

工事ファイルＩＤ
工事ファイルＰＷ

オンライン調査はシステムが
運用開始後に、工事ﾌｧｲﾙＩＤ
と工事ﾌｧｲﾙﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを
別途通知します オンラインシステム

9月中旬運用開始

オンライン調査の場合は
工事ﾌｧｲﾙＩＤと工事ﾌｧｲﾙ
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを調査対象企業
全てに展開してください

オンライン調査は
工事ﾌｧｲﾙIDと工事ﾌｧｲﾙPW
を受領後にアップロード
が可能となります

オンライン調査で
下請け企業は対象企業
名簿がシステムに登録
された以降にシステム
へログインが可能に
なります

調査案内資料を送付 調査案内資料を送付

対象企業名簿
施工体系図

現況調査

オンライン調査は
システムにアップロード
書面調査はメールで送付
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令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

調査関係資料の共有をお願いします
以下の資料を元請様宛てに送付および送付予定をしています。

元請けの方は資料を受領されましたら、調査対象となる
下請け企業の方全社へお渡しいただくようお願いします。

資料には調査票の作成に必要な情報が含まれています。

・調査依頼書
・調査依頼書（別紙）
・調査の実施方法等について
・参考資料

調査依頼時
（９月中旬）

①

・工事ファイルＩＤ
・工事ファイルパスワード

オンライン
システム
運用開始後
（９月下旬）

②

・調査票記入要領
・送付先および送付期限の
ご案内

・書面送付用ラベル

調査票作成
時期
（１０月中旬）

③

事務局 調査対象企業 調査対象企業
調査業務委託先 監督職員 （元請け） （下請け）

元請け→下請け
資料を受け渡し
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令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

調査依頼書の送付について（１）
資料1 配付資料一覧＆問合せ先 資料2 協力依頼書 資料3 協力依頼書（別紙）

対象企業名簿、調査票作成時に必要
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令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

調査依頼書の送付について（２）
資料4 調査の実施方法等について 資料5 対象企業名簿と施工体系図の

作成提出依頼
資料6【様式】対象企業名簿
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令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

調査依頼書の送付について（３）
資料7 交通誘導警備員一括申請の

申請様式
資料8 労務費調査に関する資料は

こちら
資料9 調査対象企業向け説明会

の開催について

資料10 公共事業労務費調査の
手引き（抜粋）

抜粋（対象企業名簿作成用）
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令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

【元請けのみ】対象企業名簿および
施工体系図の作成について（１）

対象企業名簿および施工体系図の提出をお願いします。
対象企業名簿とは当該調査の対象となる企業をリストアップした資料です。

【作業内容】

労務費調査の対象となる企業を一覧表に記載し、提出してください。

10月（少数職種については9月および10月）に調査対象工事に従事し、

調査対象職種に該当する技能労働者が在籍する全ての企業（２次以

下の下請け企業、一人親方、警備会社、直営作業がある元請企業も

含む）

【提出資料】

①対象企業名簿 ←excel形式で作成・提出してください。

②施工体系図 （提出期日時点のもの）

【提出期限】

令和６年１０月４日（金）

【提出方法】

オンライン調査 ； オンラインシステムに登録

書面調査 ； 調査業務委託先へメール
※様式は公共事業労務費調査ウェブサイトより
ダウンロードしてください。
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令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

【元請けのみ】対象企業名簿および
施工体系図の作成について（２）

元請企業の連絡先を
記入

依頼書に記載の
番号を入力

・10月（少数職種については9月および10月）に稼働する技能労働者が在籍する
会社のみを記入してください。
（現場代理人や技能実習生等は調査対象外であり、調査対象技能者が在籍しない

会社は記入の必要ありません）
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令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

【元請けのみ】対象企業名簿および
施工体系図の作成について（３）

対象企業名簿のメールアドレスと企業アカウント発行画面のメールアドレスが異なる場合、
システムエラーとなりログインアカウントが発行できません。
アカウント用メールアドレスを変更する場合は、元請企業の方にご連絡いただき、対象企業
名簿の修正（再登録）を行ってください。

対象企業名簿に記載されたメールアドレスが労務費調査オンラインシステムの
ログインＩＤとなります。（入力ミスないようご注意ください）

メールアドレス ログインＩＤ
ログインＩＤ

アカウント発行画面対象企業名簿 ログイン画面

同じメールアドレス

資料作成者が確認可能なメールアドレスとしてください。
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令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

【元請けのみ】対象企業名簿および
施工体系図の提出について（１）

調査方法（オンライン調査or書面調査）を確認の上、該当する方の提出方法により
提出してください。

①オンライン調査の場合

１）労務費調査オンラインシステムへログインする。

WEBブラウザを開き、以下のURLを入力する。

公共事業労務費調査オンラインシステム
https://romuhi-chosa.rm.keg.jp

/rmh/RO050200100_kigyo

労務費調査オンラインシステムトップページ

労務費調査オンラインシステムへアップロードしてください。
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令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

【元請けのみ】対象企業名簿および
施工体系図の提出について（１）

①オンライン調査の場合

２）【初回のみ】企業アカウントを発行する。

※手順は、「３.調査票の提出方法について

①オンライン調査」に記載していますので、

そちらをご確認ください。

４）対象工事情報に工事を追加する。

※手順は、「３.調査票の提出方法について

①オンライン調査」に記載していますので、

そちらをご確認ください。

３）ログインする。
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令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

【元請けのみ】対象企業名簿および
施工体系図の提出について（１）

①オンライン調査の場合

５）「対象企業名簿登録」をクリックする。
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令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

【元請けのみ】対象企業名簿および
施工体系図の提出について（１）

①オンライン調査の場合

６）「対象企業名簿」をアップロードする。

①

③

④

① 対象工事をリストから選択

②「対象企業名簿」タブを押す。

③ 「ファイルの選択」で対象企業
名簿のエクセルファイルを選択
する。

④「調査対象企業名簿を登録する」
を押す。

②
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令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

【元請けのみ】対象企業名簿および
施工体系図の提出について（１）

①オンライン調査の場合

７）登録した対象企業名簿が表示される。
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令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

【元請けのみ】対象企業名簿および
施工体系図の提出について（１）

①オンライン調査の場合

８）「施工体系図」をアップロードする。

①

③

④

① 対象工事をリストから選択

②「施工体系図」タブを押す。

③ 「ファイルの選択」で施工体系
図のPDFファイルを選択する。

④「施工体系図を登録する」を押す。

②
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令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

【元請けのみ】対象企業名簿および
施工体系図の提出について（１）

①オンライン調査の場合

９）「施工体系図」が表示される。
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令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

【元請けのみ】対象企業名簿および
施工体系図の提出について（２）

②書面調査の場合
各発注機関の調査業務委託先へメールにて提出してください。

各発注機関の調査業務委託先および送付先メールアドレスは以下よりご確認ください。

05_対象企業名簿と施工体系図
の提出依頼について

近畿地方連絡協議会の
ホームページ

1/3 2/3

https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya
/roumuhichousa/index.html

3/3

32



令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

【元請けのみ】対象企業名簿の
変更について

対象企業名簿の内容に変更が生じた場合は、以下のとおりです。

オンライン調査、書面調査とも各発注機関の調査業務委託先へ
ご連絡ください。
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令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

交通誘導警備員の
会場調査一括審査について（１）

交通誘導警備員（警備会社）につきましては、工事毎に審査を受けていただく方法と、
別途、会社として一括で審査を受けていただく方法（一括審査）を選択することが可能
です。

調査対象工事が１工事

調査対象工事が複数あり

工事毎に審査

ｵﾝﾗｲﾝ調査 or 書面調査

（希望した場合）

会場審査一括審査

（ただし、一括審査を希望いただけるのは、調査対象工事が複数ある警備会社だけとし
ます。対象工事が１工事のみの場合は、通常と同様に工事毎の審査とします。）

会場調査一括審査を希望される場合は、申請用紙を提出してください。

警備会社は調査該当工事を把握
する必要があるため、元請企業
は早めに警備会社へ連絡を
お願いします
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令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

交通誘導警備員の
会場調査一括審査について（２）
交通誘導警備員の会場調査一括審査の申請書は、警備会社から直接に

申請用紙に記載のメールアドレスにメールにより提出してください。

調査依頼書
を共有

（申請用紙）

元請け
下請け

警備会社
提出先

【提出期限】

令和６年１０月４日（金）

メールで
送付

申請様式
作成

会社所在地の
都道府県を
入力すると、
矢印が表示さ
れる

矢印のある方をクリック
してください
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令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

様式および作成要領等のダウンロード
調査票の様式および作成要領等は、公共事業労務費調査ウェブサイトで配布しますので、
以下のウェブサイトからダウンロードしてください。

公共事業労務費調査（令和６年１０⽉調査）のご案内
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk2_000006.html

●国土交通省のトップページ
http://www.milt.go.jp/index.html

＞ 土地・不動産・建設業

＞ 労働・資材対策

＞ 公共事業労務費調査・公共工事設計労務単価について

＞ 公共事業労務費調査（令和6年10月調査）のご案内

の順にアクセスしてください。
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令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

様式および作成要領等のダウンロード
公共事業労務費調査ウェブサイトでは以下の情報が確認できます。

04_郵送時の封筒に貼り付けるラベル
05_労務費調査説明会について
06_調査票の記入にあたっての参考資料
07_オンライン調査に関する資料

○_お問い合わせ先
01_調査票
02_公共事業労務費調査の手引き
03_対象企業名簿の作成について
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令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

様式および作成要領等のダウンロード

調査票はこちら

調査の手引きも
あわせて
ダウンロード
してください

公共事業労務費調査ウェブサイト
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令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

調査方法について
調査は、原則、オンライン調査または書面調査により実施します。

対象工事の調査方法は発注機関からの指示によるものとします。

会場調査書面調査オンライン調査

必要書類を持参の上、
調査会場に直接来場

必要資料を提出先へ郵送必要書類をクラウド上に
アップロード

エクセルファイルエクセルファイルエクセルファイル or システム様 式

印刷した調査票等を手渡し印刷した調査票等を郵送

エクセルファイルをアップロード

or
システム上で直接入力

提出方法

交通誘導警備員一括審査
調査対象企業から希望された
場合に実施

そ の 他
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令和６年１０月３日（木）
労務費調査等近畿地方連絡協議会

２．労務費調査の実施方法について

調査票の提出方法について（１）
調査方法は協力依頼書（別紙）に記載しています。

オンライン調査

書面調査

調査票を
ダウンロード

必要事項を記入
確認資料を収集

労務費調査
オンラインシステム
ユーザーIDの発行

労務費調査
オンラインシステム
へログイン

アップロード

調査票を
ダウンロード

必要事項を記入
確認資料を収集

提出先へ郵送
調査票＋確認資料を
封入
宛名ラベルを貼付

工事ファイルＩＤ
工事ファイルパスワード 通知

書面調査
or オンライン調査
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２．労務費調査の実施方法について

調査票の提出方法について（２）
調査表は各調査対象企業からそれぞれ提出先へ提出してください。

オンライン調査 書面調査

提出先
【調査業務委託先】

労務費調査
オンラインシステム

企業
Ａ

企業
Ｂ

企業
Ｃ ･･･

企業
Ａ

企業
Ｂ

企業
Ｃ ･･･

１つの企業につき、１つの調査表を作成してください。
元請企業が下請企業、下請企業が孫請企業を含めて調査表を作成しないよう
お願いします。
（特に一人親方。一人親方も個々に調査表を作成してください。）

システム上で
アップロード 郵送
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２．労務費調査の実施方法について

調査方法を変更する場合
パソコン環境、通信環境、その他やむをえない事情によりオンラインシステムによ

る調査票の提出が困難な場合は、書面調査へ変更することができます。

調査方法の変更を希望される方は、各発注機関の調査委託業務先へご連絡ください。

各発注機関の調査委託業務先はこちらからご確認ください。

01_配付資料一覧と問合せ先について
近畿地方連絡協議会の

ホームページ

1/2 2/2
https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya

/roumuhichousa/index.html
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２．労務費調査の実施方法について

調査票の提出期限および提出先
調査票は、調査依頼書（別紙）に記載の期日までに提出してください。

提出期限および提出先について、以下の近畿地方整備局のホームページに
おいても掲載しています。調査票を作成する工事の発注機関をご確認の上、
該当の箇所をご覧ください。

労務費調査等近畿地方連絡協議会のページ
https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/roumuhichousa/index.html

●近畿地方整備局ホームページ

https://www.kkr.mlit.go.jp/

＞企画

＞【建設事業者の皆さまへ」

公共事業労務費調査

（労務費調査等近畿地方連絡

協議会）

提出期限

提出先
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